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【注意11】

●当日の混雑緩和のため､本相談所は､事前予約制
いただきます。

とさせてI

!●予約受付期間：

1．9月10日（火）。。。．・・・・・・・.。。・.10時､,17時

I。9月11日伽~9月17日(火)(※土日祝日I蝋く)。、9時-17時

!●予約先は、総務省関東管区行政評価局

i O50-3649-9770又は050-3649-9863まで
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1組当たりの相談時間は約20分以内です。

○
○
○

予約の受付を終了させていただきます。

りにくい場合があります。御理解いただきますようお願いいたします。

定員に達し次第、予約の受付

予約電話がつながりにくい場

きく餅調埼玉
、

です。

ノ

『さいたま－日合同行政相談所」
（※相談には予約が必要です）

○ 日 時：9月19日（木）10時30分～16時

○ 会場：浦和コルソ7階ホール

(さいたま市浦和区高砂1-12戸1／JR〉薪ﾛ駅西口駅諏走歩1分）

○参加予定機関等：
法務局・労働局・整備局・埼玉県・さいたま市。

年金事務所・弁護士・税理士・司法書士。

行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士。

公証人・行政相談委員・行政評価局

【主 催】総務省関東管区行政評価局
(愛称：行政相談きぐみみ埼玉）

【後 援】埼玉県

【協 力】さいたま市､埼玉行政相談委員協議会



【｢総務省の行政相談｣とは？】

皆
さ
ん
は
行
政
の
こ
と
で
困

っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

例
え
ば
．
．
．

「
自
分
の
年
金
に
つ
い
て
心
配

ご
と
が
あ
る
」
…
と
か
、

「
こ
の
施
設
の
階
段
へ
手
す
り
が

つ
い
て
い
れ
ば
い
い
の
に
」
：
な

ど
、
ど
こ
の
役
所
に
言
え
ば
い
い
の

か
分
か
ら
な
い
行
政
へ
の
苦
情
や

蓉
望
、
疑
問
っ
て
あ
り
ま
せ
ん
か
？

じ
っ
は
そ
ん
な
行
政
一
玉

の
お
困
り
ご
と
に
つ
い
鯵
埼

て、総務省のきくみみ》冊
に
相
談
す
る
こ
と
が
で
鑑
り
く

羅
一
さ

き
る
ん
だ
よ
。

行
政
相
談
っ
了
何
？

こ
れ
を
「
行
政
相
談
」
と
い

う
ん
だ
。

「
行
政
相
談
」
は
国
民
の
皆
さ

ん
の
声
を
直
接
聞
い
て
、
行
政
に

反
映
・
改
善
を
う
な
が
す
仕
組
み

な
ん
だ
よ
。☆

＊

菌
驫
誕

鋤
よ

☆
☆

■
認

た

ゞ

い

ら
施

確
り

柵
蓉

調＊

行
政
相
談
は
、
な
ん
と
｛
小
丁
年

以
上
前
か
ら
続
い
て
い
て
、
全
国

で
年
間
十
万
件
以
上
の
相
談
を
受

け
て
い
る
よ
。
相
談
は
無
料
で
、

秘
密
厳
守
と
な
っ
て
い
る
ん
だ
！

’

1

1

「
わ
ざ
わ
ざ
役
所
に
相
談
す
る

の
は
敷
居
が
高
い
し
、
大
変
；
・
」

と
い
う
人
は
、
皆
さ
ん
の
お
近
く

に
い
る
行
政
相
談
委
員
さ
ん
も
相

談
を
受
け
て
く
れ
る
ん
だ
！

、

‐

一
一
行
政
相
談
委
員
も
い
る
よ
！

’
一

Ｆ
」

行
政
相
談
委
員
も
い
る
よ
！

．
日
合
同
行
政
相
談
所
」

で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
行
政
機
関

や
士
業
の
皆
さ
ん
が
集
ま
る

か
ら
、
ど
こ
に
相
談
す
れ
ば
い

い
の
か
分
か
ら
な
い
問
題
や

解
決
す
る
の
に
い
く
つ
も
の

窓
口
に
行
か
な
く
て
は
な
ら

な
い
困
り
ご
と
な
ど
に
つ
い

て
、
一
箇
所
で
相
談
で
き
る
ん

だ
！

錘豆の朋
士

州蝋
一函

関機政行

士毒・心閲
諏

司

国民の皆様の身近な相談相手として､全国に

約5,000人（各市区町村に1人以上）が配

置されています｡役所や商業施設などで相談

を受けています｡詳細は関東管区行政評価局

または各市町村までお問い合わせください。

身近なところで租麟
●できるんだね

関
東
管
区
行
政
評
価
局
は
、
行
政

相
談
を
も
っ
と
国
民
の
皆
様
に
知

っ
て
も
ら
お
う
と
、
．
曰
合
同
行

政
相
談
所
」
を
埼
玉
県
内
各
地
で
開

催
し
て
る
ん
だ
！

令
和
６
年
度
は
さ
い
た
ま
市
、
舂

日
部
市
で
開
催
予
定
だ
よ
！

垂言臺言誠霧轆
ことも相談できるよ！

・相続の手続が知りたい。
・遺言害の書き方は？

。相続と生前贈与の違いは？
・会社とトラブルが・・

ノ

吋
イ
ト
！

｜
l

L － 』

｜

伸 ｲﾄｰ

QRコードを読み込んでアクセスできるよ！

！
■■■■■


